
 

特定福祉用具販売に係る重要事項説明書 

あなた（又はあなたのご家族）が利用しようとしている指定特定福祉用具販売サービスに

ついて契約を締結する前に知っていただきたい内容を、この書面にて説明します。 

 わからないこと、わかりにくいことがありましたら、遠慮なく質問をしてください。 

 

１ サービス提供に係る事業者について 

事業者名称 有限会社 鈴木住宅設備 

代表者（役職・氏名） 取締役 鈴木 正秀 

本社所在地 

（連絡先・電話番号等） 

愛媛県四国中央市三島宮川二丁目１番６号 

TEL（代表）0896-23-2269・メール info@suzuki-js.com 

法人設立年月日 昭和 53 年４月 15 日 

 

２ 利用者に対してサービスを提供する指定事業所について 

（１）事業所の所在地等 

事業所名称 介護ショップすずき 

介護保険指定 

事業所番号 
3871301309 

事業所所在地 愛媛県四国中央市三島宮川二丁目１番６号 

連絡先 TEL 080-8122-7109／TEL 0896-72-6566／FAX 0896-23-0521 

通常の事業の 

実施地域 
愛媛県四国中央市、愛媛県新居浜市、香川県観音寺市、香川県三豊市 

（２）事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 

１．要介護状態（介護予防にあっては要支援状態）にある高齢者（以下「利用者」と

いう）に対し、適正な特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売のサービスを

提供することを目的とする。 

運営の方針 

１．利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生

活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を

踏まえた適切な福祉用具の選定の援助・取付・調整等を行い、特定福祉用具を販売す

ることにより利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図

る。 

２．利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努

めるものとする。 

３．関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサ

ービスの提供に努めるものとする。 



 

（３）事業所窓口の営業日及び営業時間 

営業日 
月曜日から土曜日 ※ただし、年始（1 月 1 日～1 月 3 日）、お盆時期（8

月 15 日～8 月 16 日）、地方祭（10 月 22 日～10 月 23 日）を除く。 

営業時間 午前８時００分から午後６時００分まで 

（４）事業所の職員体制 

管理者 取締役 鈴木 正秀 

 

職 職務内容 人員数 

管理者 

１．従業者の管理及び利用申し込みに係る調整、業務の実施状況その他の

管理を一元的に行う。 

２．従業者に法令等の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行う。 

常勤１名 

福祉用具 

専門相談員 

１．利用者の居宅サービス計画に基づき特定福祉用具販売計画を作成し、

利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者の同意を得た上で特定福

祉用具販売計画を交付する。指定福祉用具貸与の利用がある場合は、福祉

用具貸与計画と一体のものとして作成する。 

２．福祉用具が適切に選定され、かつ使用されるよう専門的知識に基づき

相談に応じる。なお、販売と貸与の選択制の対象となる種目（以下「対象

福祉用具」という）に係る特定福祉用具の販売に当たっては、当該選択に

当たって必要な情報を提供するとともに、多職種の意見及び利用者の身体

状況や生活環境の変化、利用期間の見通し等を勘案した上で提案を行う。 

３．目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する

情報を提供し、個別の特定福祉用具販売に係る同意を得る。 

４．販売する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し点検を行う。 

５．利用者の身体の状態等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該

福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書

を利用者に交付し、十分な説明を行った上で必要に応じて、利用者に実際

に当該福祉用具を使用して頂きながら使用方法の指導を行う。 

６．対象福祉用具に係る特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該計画

における目標の達成状況の確認を行う。 

７．利用者等からの要請に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認

し、必要な場合は使用方法の指導、修理等を行う。 

８．居宅サービス計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるよう

に、福祉用具の適切な選定の為の助言・情報提供を行うなどの必要な措置

を講じる。 

５名（常勤

４名、非常

勤１名） 

※うち１名

事務職員を

兼務 

事務職員 介護給付費の請求及び通信連絡事務を行う。 １名 ※ 



 

３ 提供するサービスの内容及び費用等について 

（１）心身の状況の把握 

特定福祉用具販売（又は介護予防特定福祉用具販売）の提供に当たっては、居宅介護支

援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれて

いる環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとし

ます。対象福祉用具に係る特定福祉用具販売（又は介護予防特定福祉用具販売）の提供に

当たっては、介護支援専門員等と連携するなどの方法により医師や専門職からの意見を聴

取します。 

 

（２）福祉用具サービス計画の作成 

利用者の日常生活や心身の状況及び希望を踏まえ、適切な福祉用具選定の援助、取付、

調整を行います。利用者の居宅サービス計画（又は介護予防サービス計画）の内容に沿っ

て、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福

祉用具サービス計画を作成し、その内容を利用者に説明し、同意を得た上で、交付しま

す。福祉用具専門相談員は、専門的知識に基づき福祉用具の機能、使用方法、利用料等に

関する情報を提供します。 

 

（３）目標の達成状況の確認とアフターサービス 

対象福祉用具に係る特定福祉用具販売（又は介護予防特定福祉用具販売）の提供に当たっ

ては、当該計画に記載した目標の達成状況の確認を行います。利用者等からの要請に応じて、

販売した福祉用具の機能や安全性、使用状況等を確認し、必要な場合は福祉用具の調整、使

用方法の指導、修理等を行います。 

 

（４）居宅介護支援事業者等との連携 

特定福祉用具販売（又は介護予防特定福祉用具販売）の提供に当たっては、居宅介護支援

事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

 

（５）福祉用具専門相談員の禁止行為 

福祉用具専門相談員はサービスの提供に当たって、次の行為はできません。 

① 医療行為 

② 利用者又は家族からの金銭、預貯金通帳、証書、書類等のお預かり 

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（大掃除、庭掃除など） 

⑤ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑥ 身体拘束その他利用者の行為を制限する行為（利用者又は第三者等の生

命や身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除く。なお、身体拘束等 



 

を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊 

急やむを得ない理由を記録しなければならない。） 

⑦ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動そ

の他迷惑行為 

 

（６）特定福祉用具販売の取扱い種目 

種目 品名 販売費用 

腰掛便座 ※１ ※１ 

自動排泄処理装置の交換可能部品（専用パッド、洗浄液等及び専用パンツ、専

用シーツなど）         
※１ ※１ 

入浴補助用具（入浴用いす、浴槽内いす、入浴台など） ※１ ※１ 

簡易浴槽 ※１ ※１ 

移動用リフトのつり具の部分 ※１ ※１ 

スロープ（可搬型のものは除く）                  ※２ ※１ ※１ 

歩行器（歩行車は除く）                      ※２ ※１ ※１ 

歩行補助つえ（カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラッ

トホームクラッチ及び多点杖に限る）                ※２ 
※１ ※１ 

 

※１･･･個々の販売品名の費用については、弊社カタログや料金表等を御覧ください。 

※２･･･販売か貸与のいずれかを選択できる対象福祉用具です。利用者が貸与を希望する場合に

は、福祉用具貸与（又は特定介護予防福祉用具貸与）として取扱うことができます。 

 

（７）販売費用及び居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請について 

特定福祉用具の販売費用については、いったん全額を事業者にお支払いいただき、その後

お住まいの市町に居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給を申請し、保険給付分（９～７

割）の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。 

ただし、その支給に関する受領の権限を事業者に委任する「受領委任払い」の対象となる

場合においては、販売費用の介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額（１～３割）を事

業者にお支払いいただきます。 

 

（８）販売費用の支払いがなされたときは、保険給付の際に必要となる次の事項を記載した

書類等を交付しますので、お住まいの市町に居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

を行ってください。 

１．事業所の名称、受領委任払いの場合は登録番号を併記 

２．販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額、その他必要と認め

られる事項 



 

３．領収証 

４．販売した特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要 

 

 

４ その他費用について 

交通費 
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定め

に基づき、実施地域を超えて片道１ｋｍにつき５０円を請求します。 

特別搬出入費 

通常の搬出入の範囲を超え、特別な措置が必要な場合（例えば階段や

エレベーターによることが困難でクレーンを使用する等）は、その措

置に要する費用を実費請求します。 

なお、通常の搬出入の場合、費用請求はしません。 

アフターサー

ビスに係る費

用等 

販売時にお渡しする製品保証書に記載の保証規定に基づき対応いたし

ます。 

ただし、保証期間内であっても下記に該当する場合は、有償修理となり

ます。 

① 消耗部品の交換 

② 使用上の誤りや取扱い不注意による故障・損傷 

③ 当事業所以外で行われた不当な修理や改造による故障・損傷 

④ 地震や風水害などの天災及び事故や火災などによる故障・損傷 

⑤ 適切な維持管理を行わなかったことに起因する塗装の剥がれや

サビの発生、変色変質等 

⑥ 気温・湿度などが特殊な環境下での使用又は保管により生じた

故障・損傷 

修理費用は技術料（※１）・部品代（※２）・出張料（※３）などで構成

されます。 

 

※１･･･技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業

にかかる費用です。 

※２･･･修理に使用した部品代です。 

※３･･･出張料は、技術者を派遣する場合の費用です。 

 

５ 販売費用、その他の費用の請求及び支払方法について 

販売費用、その他の

費用の請求方法等 

１．販売費用及びその他の費用の合計金額により請求いたしま

す。 

２．上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用者宛に発送（郵

送）します。なお、事業所にて購入し販売代金をお支払いいただ



 

いた場合は、請求書を発行しません。 

利用料、利用者負担

額（介護保険適用の

場合）、その他費用

の支払方法等 

１．販売した福祉用具と請求書の内容を照合の上、契約成立の日

若しくは購入月の月末日までに、原則として現金支払いにてお支

払いください。但し、現金支払いによりがたい場合は下記のいず

れかの方法によりお支払いください。 

（ア）事業者指定口座への振込 

（イ）利用者指定口座からの自動振替（※注） 

２．お支払の確認をしましたら、支払方法の如何を問わず領収書

をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。 

※注･･･福祉用具貸与サービス契約中で自動振替によりお支払いいただいている場合のみとさせていただきます。 

 

※ 販売費用及びその他費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず支払がなさ

れず、さらに支払の督促があった日から１４日以内になお支払がないときは、サービス提供の契

約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。 

 

 

６ サービスの提供に当たって 

（１）サービスの提供に先立ち、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要

介護認定の有無及びその有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所等に変更が

あった場合は速やかに事業者にお知らせください。 

 

（２）利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申

請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われてい

ない等の場合であって必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用

者が受けている要介護認定の有効期間が終了する３０日前には為されるよう、必要な援助

を行うものとします。 

 

（３）福祉用具専門相談員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、全て事業

者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や以降に十分な配慮を行い

ます。 

 

 

７ 虐待の防止のための取組について 

事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等の為に、次に掲げる通り必要な措置を講

じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 



 

虐待防止に関する責任者 取締役 鈴木 正秀 

 

（２）苦情解決体制を整備しています。 

 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 

 

（４）虐待の防止のための指針を整備するとともに、虐待の防止のための対策を行う検討委

員会、従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を開催しています。 

 

（５）虐待等に関する利用者及びその家族からの虐待等に関する相談を対応するとともに、

虐待等が明らかになった場合は速やかに市町村の窓口に通報します。 

 

 

８ 秘密の保持、個人情報の取扱いについて 

事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が

策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」

を遵守し、個人情報を用いる場合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、適切

な取り扱いに努めるものとします。なお、利用者の家族の個人情報についても同様です。 

 

（１）事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という）は、サービスを提供するう

えで知りえた利用者及びその家族に関する秘密・個人情報については、利用者または第

三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、第三者に漏

らすことはありません。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了し

た後においても継続します。 

 

（２）事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従

業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持すべき旨を、従

業者との雇用契約の内容とします。 

 

（３）サービス担当者会議等において、あらかじめ文書により利用者及びその家族から同意

を得た場合は、前項にかかわらず、情報を提供することができます。 

（４）事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるもの

の他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、ま

た、処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

 



 

（５）事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じて、その内容を開示するこ

ととし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調

査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示に際

して複写料が必要な場合は、利用者の負担となります。） 

 

 

９ 緊急時の対応について 

（１）対応方法 

サービス提供期間中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに

主治医に連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者があらかじめ指定した連絡

先にも連絡します。 

（２）連絡先  

＜主治医＞ 

氏名             医療機関名               

連絡先            対応可能時間：             

＜家族等＞ 

氏名             続柄    連絡先：          

 

 

10 事故発生時の対応について 

利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供により事故が発生した場合は、市町、利用者

の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供により賠償すべき事故が発生した場

合は、損害賠償を速やかに行います。 

 なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社 

保険名 ビジネスプロテクター（企業総合賠償責任保険） 

補償の概要 事業者が販売した福祉用具の使用中、使用されたお客様に生じた予想

もしていなかった損害が発生し、事業者に賠償責任が生じた場合、こ

れを補償する。 

・１事故につき最大１億円までを補償。 

・免責金額（自己負担額）は０円 

 

 

 



 

11 身分証の提示及びサービスの提供内容に係る記録・保管 

（１）福祉用具専門相談員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家

族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。 

 

（２）サービスを提供した際はサービスの内容等を記録し、その記録は契約終了後 5 年間

保管します。 

 

（３）利用者は事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請

求することができます。ただし、複写に際しては、利用者に対し、実費相当額を請求で

きるものとします。 

 

 

12 衛生管理等について 

（１）従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

 

（２）事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に務めます。 

 

 

13 サービス提供に関する相談、苦情について 

（１）苦情処理の体制及び手順 

ア 提供した指定特定福祉用具販売に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情

を受け付けるための窓口を設置します。（下記に記す【事業者の窓口】の通りです。） 

 

イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応する為の体制及び手順は次の通りとします。 

① 苦情が発生したときは、担当者（不在のときは応対した相談員）が相手方に連

絡を取り、状況等を確認します。 

② 管理者が必要ありと判断した場合は、相談員及び関係者を交えた検討会議を行

います。 

③ 検討後翌日までには必ず、利用者への謝罪を含めた具体的な対応を行います。 

④ 苦情処理御対応等についての記録を行い、台帳に保管します。 

⑤ 記録をもとにしながら、再発防止に努めます。 

 

（２）苦情申立の窓口 

①【事業者の窓口】 

介護ショップすずき 

（有限会社鈴木住宅設備内） 

所在地：愛媛県四国中央市三島宮川二丁目１番６号 

電話番号 ：０８０－８１２２－７１０９ 

ＦＡＸ番号：０８９６－２３－０５２１ 



 

受付日時：月曜日～金曜日 午前８：００から午後６：００まで 

②【市町（保険者）窓口】 

四国中央市 

介護保険課 

所在地：愛媛県四国中央市三島宮川４丁目６番５５号 

電話番号 ：０８９６－２８－６０２５ 

ＦＡＸ番号：０８９６－２８－６０５９ 

受付日時：月曜日～金曜日 午前８：３０から午後５：１５まで 

新居浜市 

介護福祉課 

所在地：愛媛県新居浜市一宮町１丁目５番１号 

電話番号 ：０８９７－６５－１２４１ 

ＦＡＸ番号：０８９７－３７－３８４４ 

受付日時：月曜日～金曜日 午前８：３０から午後５：１５まで 

観音寺市 

高齢介護課 

所在地：香川県観音寺市坂本１丁目１番１号 

電話番号 ：０８７５－２３－３９６８ 

ＦＡＸ番号：０８７５－２３－３９９３ 

受付日時：月曜日～金曜日 午前８：３０から午後５：１５まで 

三豊市 

介護保険課 

所在地：香川県三豊市高瀬町下勝間２３７３番地１ 

電話番号 ：０８７５－７３－３０１７ 

ＦＡＸ番号：０８７５－７３－３０２３ 

受付日時：月曜日～金曜日 午前８：３０から午後５：１５まで 

③【公的団体の窓口】 

愛媛県国民健康保険団体連合会 

所在地：愛媛県松山市髙岡町１０１－１ 

電話番号 ：０８９－９６８－８８００（代表） 

ＦＡＸ番号：０８９－９６５－３８００ 

受付日時：月曜日～金曜日 午前９：００から午後５：００まで 

 

この重要事項説明書の内容説明に基づき、この後、契約を締結する場合には利用者及び事業

者の双方が、事前に契約内容の確認を行った旨を文書で確認するため、利用者及び事業者の双

方が署名又は記名（必要に応じて押印）を行います。 

サービス提供を行うに際しては、介護保険の給付を受ける利用者本人の意思に基づくもので

なければならないことはいうまでもありません。したがって、重要事項の説明を受けること及

びその内容に同意し、かつサービス提供契約を締結することは、利用者本人が行うことが原則

となります。しかしながら、利用者が契約によって生じる権利義務の履行を行い得る能力（行

為能力）が十分でない場合においては、本人の意思に基づくものであることを前提に、代理人

を選任しこれを行うことができます。なお、代理人については、本人の意思や立場を理解しう

る立場の者（たとえば同居親族や近縁の親族など）であることが望ましいものと考えます。な

お、手指の障害などで、単に文字が書けないなどといった場合は、利用者氏名欄の欄外に、署

名を代行した者の続柄、氏名を付記することで差し支えありません。 



14　指定特定福祉用具販売サービスの内容の見積もりについて

（１）福祉用具専門相談員

＜氏名＞ （連絡先： ）

（２）販売予定の指定特定福祉用具の種目等及び販売費用等

介護保険

適用の有無

★「受領委任払い」の対象となる場合

割　／　自己負担金額

（４）その他の費用

①交通費の有無 なし・あり （超過距離 ㎞×50円＝ ）

②特別搬出入費の有無 なし・あり （摘要： 金額 円）

○このサービス内容の見積は、あなたの居宅サービス計画に沿って、事前にお伺いし

た日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。

数量 販売費用種目 品名

080-8122-7109

※注：この見積もりの有効期限は、説明の日から１ヵ月以内とします。

販売費用合計額

介護保険負担割合証に記載の割合



15　重要事項説明の年月日

以上の内容について、利用者に対して説明を行いました。

以上、サービス内容等の説明を事業者から確かに受けました。

令和 年 月 日

氏名

代理人

（署名または記名押印）

この重要事項説明書の説明年月日 令和　　　年　　月　　日

取締役　　鈴木　正秀
（署名または記名押印）

所在地 愛媛県四国中央市三島宮川二丁目１番６号

（続柄）

（署名または記名押印）

法人名 有限会社　鈴木住宅設備

代表者名

事業所名 介護ショップすずき

説明者氏名

利用者

住所

氏名

事

業

者

住所


